
・お米、玄米
※白米は精米後１か月以内のもの
※玄米は前年度産以降のもの
※袋に生産年及び品種名（白米については精米日も併せて）の
記載をお願いします。

・パスタ、乾麺、カップ麺
・インスタント食品、レトルト食品、フリーズドライ食品
・缶詰、瓶詰、乾物
・調味料（料理酒を含む）
・菓子、飲料（アルコール類を除く）
・災害備蓄品（長期保存水、アルファ米、パン缶など）

・賞味期限が１か月以上あるもの
※令和８年３月以降のもの

・食品表示（原料など）や賞味期限が明記されているもの
・未利用・未開封のもの
※包装の破損や中栓が開いていないかご確認ください。

・破損がなく、中身が漏れていないもの
・常温保存が可能なもの

※野菜、果物、肉、魚介類などの生鮮食品はお受けできません。

２月４日（水曜日）
11時00分～13時00分

ご家庭で余っている食品を、必要としている方へ届けます

太良町役場
１階 ロビー

日時 場所

フードドライブ
にご協力ください

寄付をお願いしたい食品

受け取り可能な食品の条件
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